
板橋区飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費助成事業実施要綱 

 

平成 ５年 ５月２６日区長決定 

平成１５年 ４月 １日一部改正 

平成２６年 ２月 ６日一部改正 

平成２７年１２月２５日一部改正 

平成３１年 ４月 １日一部改正 

令和 ３年 ４月 １日一部改正 

令和 ７年 ４月 １日一部改正 

令和 ８年 ４月 １日一部改正 

（目的） 

第１条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１０５号）

及び東京都動物の愛護及び管理に関する条例（昭和５４年東京都条例第８１号）の

趣旨をふまえ、飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費を助成することにより、飼い

主のいない猫がみだりに繁殖することを抑制し、区民の生活環境を害することを未

然に防止し、動物愛護精神の高揚を図るとともに、飼い主のいない猫による人の生

命、身体及び財産に対する侵害を防止し、もって、人と動物との調和のとれた共生

社会の実現に資することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）飼い主のいない猫  

明確な飼い主がおらず、屋外にて自由に行動している猫 

（２）ＴＮＲ 

飼い主のいない猫を捕獲し（Trap）、去勢・不妊手術を行い（Neuter）、元の生

息地へ戻す（Return）、飼い主のいない猫の繁殖を防ぐための取り組み 

 

（事業内容） 

第３条 第１条の目的を達するため、区長は、飼い主のいない猫の去勢・不妊手術を

動物病院または動物診療所において実施した区民（以下「実施者」という。）に対

し、手術に要した費用の一部助成事業（以下「事業」という。）を実施する。 

 

（対象となる猫） 

第４条 本事業の対象となる飼い主のいない猫は、板橋区内で生活しており、次の

各号のいずれかに該当するものとする。 

（１）ＴＮＲした猫 

（２）その他区長が適当と認めた猫 



 

（助成金額等） 

第５条 区長は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める助成金額を

限度とし、予算の範囲内で実施者に補助するものとする。 

（１）去勢手術（オス） １匹につき ８，０００円 

（２）不妊手術（メス） １匹につき１３，０００円 

２ 助成の対象となる去勢・不妊手術費用が前項に定める金額に満たない場合は、

手術費用を助成金額とすることとする。 

 

（助成金の申請及び請求） 

第６条 実施者は、助成を受けようとするときは、飼い主のいない猫の去勢・不妊手

術費助成金申請書・請求書及び去勢・不妊手術完了届兼支払金口座振替依頼書（別

記第１号様式）に次の各号に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。 

（１）動物病院が発行した去勢・不妊手術費の領収書の原本 

（２）その他区長が必要と認める書類 

２ 前項の申請は、当該去勢・不妊手術完了の日から起算して６月以内の日に行うも

のとする。 

 

（助成金の交付決定・通知及び交付） 

第７条 区長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認め

たときは、助成金の交付決定を行い、飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費助成金

交付決定通知書（別記第２号様式）により申請者に助成する金額を通知し、助成金

を交付する。 

 

（決定の取消し） 

第８条 区長は、実施者が虚偽その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたこ

とが判明したときは、これを取り消すことができる。 

２ 区長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交

付されているときは、期限を定めて当該助成金の全額を返還させることができる。 

 

（手術に伴う責任） 

第９条 この事業に係る手術により生じた問題は、当該去勢・不妊手術を行った獣医

師と実施者の間で処理するものとする。 

 

（規則の範囲） 

第 10 条 助成金の交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、東京都板橋区補

助金等交付規則（昭和４２年板橋区規則第３号）に定めるところによる。 

 



 

（委任） 

第 11条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、保健所長

が別に定める。 

 

  付 則 

この要綱は、平成５年６月１日から施行する。なお、平成４年５月２５日区長決定

の要綱は、平成５年５月３１日をもって廃止する。 

付 則 

１ この要綱は、平成１５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の板橋区飼い猫等の去勢・不妊手術費助成事業実施要綱第４条の規定にか

かわらず、施行日前に去勢・不妊手術が実施された場合における助成金の額は、次

の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。 

（１）去勢手術（オス） １件につき２，５００円 

（２）不妊手術（メス） １件につき５，０００円 

３ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の板橋区飼い猫の去勢・不妊手術費

助成事業実施要綱に基づいて作成された様式の用紙で現に残存するものについて

は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

付 則 

１ この要綱は、平成２６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の板橋区飼い猫の去勢・不妊手術費

助成事業実施要綱に基づいて作成された様式の用紙で現に残存するものについて

は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

  付 則 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、飼い主のいない猫につき、地域環境の向上に資するも

のその他保健所長が別に必要と認めるものについては、決定の日から施行する。 

  付 則 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

  付 則 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

  付 則 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行前にされた飼い猫を対象とした助成金の申請については、なお従

前の例による。 

  付 則 

１ この要綱は、令和８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の板橋区飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費助成事業実施要綱第５条の



規定にかかわらず、施行日前に去勢・不妊手術が実施された場合における助成金の

額は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。 

（１）去勢手術（オス） １匹につき２，０００円 

（２）不妊手術（メス） １匹につき４，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第６条関係） 

年   月   日 

（宛先）板橋区長 

申請者 氏名：                  

住所：〒 

板橋区               

電話番号：                

 

飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費助成金申請書・請求書 

及び去勢・不妊手術完了届兼支払金口座振替依頼書 
 

飼い主のいない猫の去勢・不妊手術が完了しましたので、領収書を添えて下記の

とおり申請・請求します。支払金は下記の口座にお振り込みください。 

なお、申請・請求にあたっては、次の事項を了承します。 

一、申請する猫は、板橋区内で生活する飼い主のいない猫であり、ＴＮＲした猫に

間違いありません。 

二、虚偽その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたことが判明したとき

は、交付決定の取り消しに承諾し、すでに助成金が交付されているときは助成

金の全額を返還します。 

記 

１ 請求金額 

￥ 

【内訳】 

飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費助成金請求金額内訳表のとおり 

 

２ 振込口座情報 

振込先金融機関                         支店 

振 

込 

口 

座 

預金種別 普通          当座 

口座番号        右づめでお願いします 

フリガナ  

氏 名  

  ※領収書の宛名と申請者氏名または振込口座氏名が異なる場合は、委任状が必要です 

  ※金額と振込口座情報記入欄は訂正できません 

銀行・農業協同組合 

信用金庫・信用組合 



飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費助成金請求金額内訳表 

 

【１匹あたりの助成金額（上限）】 

去勢手術（オス）：８，０００円 ／ 不妊手術（メス）：１３，０００円 

※手術費用が助成金額に満たない場合は、手術費用の実費を助成金額とします 

 性 別 毛 色 
推定 

年齢 

飼 い 主 の 

い な い 猫 と 

判 断 し た 根 拠 
手 術 日 

請求金額 
オス上限 8,000 円 

メス上限 13,000円 

１     年  月  日 円 

２     年  月  日 円 

３     年  月  日 円 

４     年  月  日 円 

５     年  月  日 円 

６     年  月  日 円 

７     年  月  日 円 

８     年  月  日 円 

９     年  月  日 円 

10     年  月  日 円 

【飼い主のいない猫と判断した根拠】上の表に数字を記入してください。※複数選択可 

① 屋外で生活している       ② 人に慣れていない 

③ 首輪をつけていない       ④ 見かけてから１か月以上経過している 

⑤ その他（                              ） 

 

合計 

去勢手術（オス） 匹 円 

不妊手術（メス） 匹 円 

※手術日から６か月以内に申請をお願いします 

※領収書に、動物病院による飼い主のいない猫（ノラ猫）の手術である旨の記載が必要です 

※特段の事情がない限り、猫に耳カットをしてください 

※記入欄が不足したときは、裏面または別紙（様式なし）に記入してください 



第２号様式（第７条関係） 

年   月   日 

 

          様 

 

                            板橋区長 

                           （公印省略） 

 

飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費助成金交付決定通知書 

 

年  月  日付けで申請・請求のあった飼い主のいない猫の去勢・不

妊手術費助成金について、下記のとおり交付決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 交付対象の猫 

去勢手術（オス） 匹 

不妊手術（メス） 匹 

 

２ 交付金額 

円 

【内訳】 

去勢手術（オス） 円 

不妊手術（メス） 円 

 

３ 交付予定日 

      年   月   日 


